
2020 年民間奨学団体および地方公共団体の奨学生の募集について

日本学生支援機構を除く民間奨学団体・地方公共団体奨学生の募集を下記のとおり行います。

大学に提供された情報は、大学 Web サイト「民間奨学団体および地方公共団体の奨学金」のうち｢民間奨学団

体・地方公共団体奨学生募集状況｣、学生ポータル「学生支援関連」に掲載するほか、各キャンパスの奨学金掲

示板にも掲示します。

募集形態や募集団体により応募方法が異なりますので、次の内容をよく読んで所定の手続を行ってください。

募集は毎年 4 月と 5 月に集中し、この時期は募集状況を頻繁に更新しますので特にご注意ください。

大学経由で応募する民間奨学団体奨学生の募集

応募を希望する人は事前に応募願書や、収入、成績に関する書類を提出し、学生課奨学金担当が指定した期

間に、指定された場所で最初に書類を提出して登録することが必要です。登録は、年に一度、受付期間を設

けて集中受付を行います。登録のための募集案内は学生ポータルサイト、本サイト等からダウンロードでき

るほか、各キャンパス奨学金担当でも配付します。

登録時期

(1) 大学生

在学生 2020 年 1月 7日(火)～1月 17日(金)

新入生、新編入生 2020 年 3月 25日(水)～4月 7日(火)

(2) 大学院生

在学生

入学内定者(注意 1)
2020 年 1月 7日(火)～1月 17日(金)

新入生（上記以外の者） 2020 年 3月 25日(水)～4月 7日(火)

(注意 1)2019 年 10月 9日までに入学手続きを終え、本学から引き続き本学へ進学予定の学生

受付時間

各キャンパスとも平日の 10時から 13時と 14時から 16時まで

受付場所

●中百舌鳥キャンパス A3 棟 2 階 会議室

●羽曳野キャンパス L 棟 1 階 事務所学生グループ

●りんくうキャンパス 事務所 学生・教務担当

(注意)家計支持者の病気や死亡、会社都合の失業等、家計急変世帯学生の登録については、上記登録期間後

も随時受け付けます。各キャンパス奨学金担当にご相談ください。



＜登録から受給までの流れ＞

登 録 学生は上記該当期間内に登録に必要な書類をそろえて申請
⇒大学で受付後、登録番号を通知
ただし、大学を経由して応募した民間奨学団体奨学金を、現在受給中の

方および大学院に進学後も継続して受給している方は登録できません。

また、登録番号は登録年度内のみ有効です。

応 募 学生は応募票を提出

（応募締切が同じ団体はその中から一団体のみ応募可能）

(注意)一度学内選考を通過した者は、以降の応募が無効となります

学 内 選 考 大学にて応募票提出者の中から学内選考通過者を決定後、学生本人に連絡

奨学金カウンターにて願書を受け取ってください。

願 書 提 出 学生は願書一式を大学に提出

推 薦 大学から民間奨学団体へ願書を提出、奨学生として推薦

団 体 選 考 民間奨学団体にて選考

採 否 決 定 民間奨学団体より採否決定通知

奨学金受給 学生は、大学または民間奨学団体の指示にしたがって手続

直接応募する民間奨学団体奨学生の募集

希望者が直接民間奨学団体あてに応募するものです。奨学金と研究助成の二つに分かれます。

大学に提供された情報は｢民間奨学団体・地方公共団体募集状況｣、学生ポータルの各種案内に掲載するほか、

各キャンパスの奨学金掲示板にも掲示します。連絡先や関連 Web サイトへのリンクやアドレスを掲載して

いますので、各自で募集要項などを入手して応募してください。

なお、直接応募の中には、学長の推薦を必要とするものがあります。本学では学生センター長名で推薦し、

推薦事務は各キャンパス奨学金担当で行います。手続に多少時間を要しますので、締切間近ではなく、時間

に余裕を持って申し込むようにしてください。

地方公共団体の奨学生募集

地方公共団体が募集する奨学生の情報は、民間奨学団体奨学生と同様、大学に提供された情報は｢民間奨学団

体・地方公共団体奨学生募集状況｣、学生ポータルの各種案内に掲載するほか、各キャンパスの奨学金掲示板

にも掲示します。

次の２つに分かれ、応募方法はそれぞれ異なります。



(1) 大学経由で応募するもの

地方公共団体奨学生については学内選考を行いませんので、登録願書のみを各キャンパスの奨学金担当に提

出してください。

(2) 直接応募するもの

直接応募する民間奨学団体奨学生と同様、大学 Web サイトや学生ポータル、奨学金掲示板に掲載された情報

をもとに、各自で募集要項などを入手して応募してください。

（注意）大半の地方公共団体募集の奨学生は、本人または家族が当該都道府県、市町村に居住していることが

条件となっています。また、日本学生支援機構奨学金と重複して受給しないことを条件にしている場合もあ

りますので、注意してください。

留意事項

登録・応募とも締切日厳守です。締切日に遅れた登録や応募が受け付けられることは大学、奨学団体ともあ

りません。また、頻繁に連絡をする必要がありますので、必ず最新の住所・電話番号・メールアドレスを届

け出るようにしてください。特に次の電話番号から連絡があった場合は、必ず折り返し連絡をお願いします。

中百舌鳥キャンパス（学生課 奨学金担当） TEL：072-254-9116、072-254-6174

連絡がとれない場合は、学内選考通過や推薦を取り消されたり、奨学金が支給されない場合もあります。

なお、大変残念なことですが、本学奨学生の中に成績不良（留年確定）のため、奨学金の中止や停止を受け

る方がいます。奨学生として採用された方は、奨学団体のご厚意をよく理解して勉学に取り組んでください。

また、特に民間奨学団体奨学生は卒業後も奨学団体とのお付き合いが続きます。これらの義務を果たせるか

どうか十分に考慮のうえ、応募するようにしてください。

お問い合わせ

中百舌鳥キャンパス

学生センター 学生課 学務グループ 奨学金担当（A3棟 1階）

℡072-254-9116、072-254-6174

羽曳野キャンパス

事務所 学生グループ奨学金担当

℡072-950－2940

りんくうキャンパス

事務所 学生・教務担当

℡072-463-5763


